
三木町告示第133号 

 

 三木町浸水被害消毒助成事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

 

  令和８年５月22日 

                三木町長 伊 藤 良 春      

 

三木町要綱第41号 

 

三木町浸水被害消毒助成事業実施要綱の一部を改正する要綱 

 

三木町浸水被害消毒助成事業実施要綱（平成29年三木町要綱第39号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１条中「本町に大雨特別警報、大雨警報及び洪水警報のいずれかが発表された」を削

る。 

第２条中「本町に」を「町内で浸水被害を受けた」に、「本町の」を「町内で浸水被害

を受けた」に改める。 

    

   附 則 

 この要綱は、令和８年５月29日から施行する。 


